
第２回 武蔵村山市長期総合計画後期基本計画市民懇談会 

 

次 第 

 

 

日時：平成２６年５月２１日（水）    

   午後７時             

場所：４０３集会室                    

 

開 会 

 

１ 報告 

⑴ 第１回長期総合計画後期基本計画市民懇談会の会議要旨について 

 ⑵ 市民懇談会での検討内容とスケジュールの補足について 

 

２ 説明 

 ⑴ 検討テーマの確認について 

 ⑵ 検討テーマシートの見方について 

 

３ 議題 

⑴ 討議及び意見交換 

ア 地域コミュニティにおける自治会の役割 

 イ まちづくりにおける市民参加 

 ウ 自然災害に強いまちづくり 

 エ 健康づくりについて 

 

⑵ その他 

 

閉 会 

 

配布資料 

資料１ 「武蔵村山市長期総合計画市民懇談会に関する運営要領」 

資料２ 「市民懇談会での検討内容とスケジュール」 

 資料３ 「検討テーマシートの見方」 

資料４ 「武蔵村山市民意識調査の概要」 

資料５ 「市民懇談会検討テーマに関わる市民意識調査設問一覧」 

資料６ 「第２回市民懇談会検討テーマに関する市民意識調査結果」 
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武蔵村山市長期総合計画市民懇談会に関する運営要領 

 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ２ １ 日 

武蔵村山市長期総合計画後期基本計画市民懇談会決定 

（趣旨） 

第１条 この要領は、武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指針（平成１

９年６月１１日市長決裁。）第８条第２項の規定に基づき、武蔵村山市長期総合計画後期基

本計画市民懇談会（以下「市民懇談会」という。）の公開に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（市民懇談会の公開） 

第２条 市民懇談会は、公開とする。 

２ 公開は、市民に市民懇談会を傍聴させることにより行う。 

（傍聴手続） 

第３条 市民懇談会を傍聴しようとする者は、傍聴申込書（第１号様式）により市民懇談会の

座長（以下「座長」という。）の承認を受けなければならない。 

（許可しない者） 

第４条 座長は、次のいずれかに該当する者の傍聴を認めないことができる。 

 (1) 銃器、棒等その他の人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯している

者 

 (2) 酒気を帯びていると認められる者 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると座長

が認める者 

（傍聴人の遵守事項） 

第５条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 (1) 会議中は、みだりに席を離れないこと。 

 (2) 飲食又は喫煙をしないこと。 

 (3) 会議における意見などに対して、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。 

 (4) 私語、談笑等をしないこと。 

 (5) 写真等を撮影し、又は録音をしようとするときは、座長の許可を受けなければならない

こと。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市民懇談会の議事進行を妨げ、又は品位を傷つける行為を 

第２回市民懇談会 

資料１ 
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しないこと。 

（傍聴人に対する指示等） 

第６条 座長は、傍聴人に対し必要な指示をすることができる。 

２ 座長は、傍聴人が前項の指示に従わないときは、退場を命ずることができる。 

（会議録） 

第７条 会議録は、発言の要旨を記載したものとする。 

２ 作成した会議録は、次の会議の際、市民懇談会の委員の承認を得て確定する。 

３ 会議録は、その全部を公開する。 

（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、座長が会議に諮って定める。 
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第１号様式（第３条関係） 

 

傍聴申込書 

第   号 

平成  年  月  日 

 武蔵村山市長期総合計画後期基本計画市民懇談会座長 殿 

申込者氏名 

 会議を傍聴したいので、下記のとおり申し込みます。 

傍 聴 者 

氏 名  

住 所  

連絡先  

附属機関等の名称 第 回武蔵村山市長期総合計画後期基本計画市民懇談会 

開 催 日 時 平成  年  月  日（ ） 午前・午後   時から 

開 催 場 所  

備 考  

 

 

傍聴承認書 

第   号 

傍 聴 者 

氏 名  

住 所  

連絡先  

附属機関等の名称 第 回武蔵村山市長期総合計画後期基本計画市民懇談会 

開 催 日 時 平成  年  月  日（ ） 午前・午後   時から 

開 催 場 所  

備 考  

 上記のとおり会議の傍聴を承認します。 

 平成  年  月  日 

武蔵村山市長期総合計画後期基本計画市民懇談会座長 

（日本工業規格Ａ列４番） 
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傍  聴  者  心  得 

 

 １ 会議中は、みだりに席を離れないこと。 

 ２ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ３ 会議における意見等に対して、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。 

 ４ 私語、談笑等をしないこと。 

 ５ 写真等を撮影し、又は録音をしようとするときは、市民懇談会の座長の許可を受けな

ければならないこと。  

 ７ その他会議の議事進行を妨げ、又は品位を傷つける行為をしないこと。 

 ８ 武蔵村山市長期総合計画後期基本計画市民懇談会の座長の指示に従うこと。 

 



市民懇談会での検討内容とスケジュール 
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１．「総合計画」とは？ 

 

「総合計画」は、市の最上位計画として位置づけられ、様々な個別計画の基本となる考え方を示

したものです。「総合計画」は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つで構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回策定する「第四次長期総合計画後期基本計画」は、前期基本計画に続き、後期５年の市政を

総合的かつ計画的に運営するため、平成２８年４月からスタートする計画です。 

 

基本構想 

10年間 

平
成 

年
３
月 

前期基本計画 後期基本計画 

平
成 

年
４
月 

平
成 

年
４
月 

実施計画 実施計画 

23 

28 

33 

策定期間 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

「10年後の武蔵村山市の姿は？」 

市の将来都市像や人口フレームなど、計画を立案す

るにあたっての基本的方針を定めます。 

「10年間にどのような取り組みを行うの？」 

分野ごとの方針や施策など、計画の実現を図るため

の具体的事項を定めます。 

「いつ、何に、どのくらい投資するの？」 

基本計画に示した各施策について、いつ、どの位の

予算で行うのかを定めます。３年分の計画を毎年、

ローリング（見直し）していきます。 

 

総
合
計
画 

第２回市民懇談会 
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２．現在の「総合計画」は？ 

 

現在は「第四次長期総合計画」の「基本構想・前期基本計画」に基づいた市政が進められていま

す。 

 

 

●まちづくりの理念● 

 

 

 

 

 

 

 

 

●将来都市像● 

 

 

 

 

 

 

●将来人口● 

 今後１０年間において様々な施策を展開していく上で最も基本となる人口フレームを次のよ

うに設定しています。 

 

 

 

 

人と緑が織りなす 夢ひろがる やさしいまち むさしむらやま 
 

狭山丘陵を背景とした豊かな緑のもと、人と自然が共生し、子どもから高齢者までが素晴

らしい未来に向かって夢を広げ、地域や人のつながりを大切にし、みんなで支え合う人にや

さしいまちを表現しています。 

「第四次長期総合計画」基本構想の概要 

１ 地域が一体になって人を育み、守る、

思いやりのあるまちづくり 

２ 恵まれた自然環境と都心近郊の利便

性が感じられる、快適で暮らしやす

いまちづくり 

３ 自然や文化、産業を生かし、地域の

特性を生かした個性あるまちづくり 

４ 市民、事業者と市が協働し、みんな

で考え、行動するまちづくり 

平成 32 年（2020 年）人口  約 78,000 人 

60,000 

65,000 

70,000 

75,000 

80,000 

H13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

（人） 

 

78,000人 

市民基本台帳＋外国人登録人口（各年 10月 1日） 

66,813人 

人口フレームの推計 

71,611人 
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３．「第四次長期総合計画後期基本計画」策定の体制は？ 

 

「第四次長期総合計画後期基本計画」の策定にあたっては、下図に示す体制によって検討を進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《各会議等の役割》 

：市政の現状及び課題について、市民の視点で自由に議論し、その 

内容を提言書として取りまとめます。 

 

：懇談会で出された市民の意見等も参考にしながら、それぞれの策 

定分野に応じて専門的事項を調査研究します。 

 

：専門部会からの資料等を基に、基本計画の組立て等の部分を主に 

議論し、検討案を策定します。 

 

 ：策定した検討案については、議会に説明し、意見をうかがいます。 

 

《長期総合計画市民懇談会》 

《専門部会》 

《長期総合計画策定委員会》 

《議  会》 

議 会 行 政 市民参画 

《議 会》 

・全員協議会 

《市 長》 

提言書 

説明 

意見 

《長期総合計画策定委員会》 

・副市長 ・教育長 

・部長職 ・部会の部会長 

（計２２名） 

《専門部会》 

・市民協働部会 

・防災福祉部会 

・人権教育部会 

・都市産業部会 

・計画推進部会 

部会の部会長（計19名） 

計５５名 

《長期総合計画後期基本計

画市民懇談会》 

・公募市民（４地域各1名） 

・団体推薦（９名） 

（計1３名） 

検討案 

資料・
情報 

参考 

パブリックコメント 

意見 市民説明会 
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４．「第四次長期総合計画後期基本計画市民懇談会」の進め方は？ 

 

「第四次長期総合計画後期基本計画市民懇談会」は、主として「基本計画」の部分について、市民と

しての立場でご意見を伺うことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市民懇談会」は次のようなスケジュールを想定しています。 

回 数 内  容 開催予定月日 

第１回 

①委員委嘱書の交付 

②市長挨拶 

③自己紹介 

④事務局紹介 

⑤報告 市民懇談会設置要綱について 

⑥議題 

・座長・副座長の選出について 

・市民懇談会に関する運営要領案について 

・市民懇談会のスケジュールと検討内容について 

４月２１日(月) 

午後７時～ 

⑦第１章・第２章前半の説明とテーマの設定  

第２回 

①テーマの確認 

②第１章・第２章前半の意見交換 

③全体を通しての意見交換等 

５月２１日(水) 

午後７時～ 

④第２章後半・第３章の説明とテーマの設定 

第３回 

①テーマの確認 

②第２章後半・第３章の意見交換 

③全体を通しての意見交換等 

６月２６日(木) 

午後 7時～ 

④第４章の説明とテーマの設定 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

「10年後の武蔵村山市の姿は？」 

市の将来都市像や人口フレームなど、計画を立案す

るにあたっての基本的方針を定めます。 

「10年間にどのような取り組みを行うの？」 

分野ごとの方針や施策など、計画の実現を図るため

の具体的事項を定めます。 

「いつ、何に、どのくらい投資するの？」 

基本計画に示した各施策について、いつ、どの位の

予算で行うのかを定めます。３年分の計画を毎年、

ローリング（見直し）していきます。 

総
合
計
画 
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第４回 

①テーマの確認 

②第４章の意見交換 

③全体を通しての意見交換等 
７月 

④第５章・第６章の説明とテーマの設定 

第５回 

①テーマの確認 

②第５章・第６章の意見交換 

③全体を通しての意見交換等 
８月 

④今後の進め方の確認 

第６回 ①提言書(案)について ９月 

第７回 

①提言書(案)について 

②全体を通しての意見等 １０月 

③今後の進め方の確認 

第８回 
①後期基本計画(素案)の報告 

②懇談会に参加して気づいたことや感想等 
２月 

 

 

《市民懇談会のルール（案）》 

○会議の案内は、当日使用する資料とあわせて、開催予定日の１週間程度前にご自宅へお送りしま

す。（案内の送付先をご自宅以外の住所にご希望の方は、事前にお知らせください。） 

 

○やむを得ず欠席される場合は、開催日の夕方５時までに事務局（企画政策課）へご連絡ください。 

 

○なお、前の回に配布した資料を使用することもありますので、会議参加の場合はあわせてお持ち

ください。 

 

○会議は、原則、午後７時から９時までの２時間とします。効率的な進行にご協力をお願いします。 

 

○できるだけ多くの人の意見がうかがえるよう、発言は要点を絞って、簡潔にお願いします。 

 

 



検討テーマシートの見方 

前期基本計画で示された各事業について、事業担当課の視点で「事業の進捗状況」と「後

期基本計画へ向けた今後の方向性の区分」を示しています。 

武蔵村山市第四次長期総合計画 前期基本計画の成果指標進

捗状況調書の達成状況を示しています。 

前期基本計画で示された各種関連データをもとに、可能な限り最新のデータを

わかりやすい表やグラフで整理しています。 

前期基本計画で「項」ごとに定められた「基本方針」を示しています。 

前期基本計画の「節」及び「項」にあたります。この「項」ごとに検討テーマとして議論を進めていきます。 

平成２１年度と平成２５年度に行われた武蔵村山市意識調査のデータから当該項目に関連する事項を

抜粋し、比較できるようにグラフを整理しています。 

又、比較できない事項については、平成２５年度の意識調査のデータを掲載しています。 

第２回市民懇談会 

資料３ 
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